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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の製造方法であって、
　リードフレームのインナーリードを樹脂により封止する工程と、
　前記リードフレームに含まれる端子における曲げ加工の対象となる領域であって、かつ
、前記封止する工程により生じる樹脂バリに対し曲げ加工による応力がかからない領域で
ある曲げ対象領域に対し曲げ加工を行う工程とを含み、
　前記端子は、前記曲げ加工により曲げられ、
　前記曲げ加工が行われた前記曲げ対象領域は、前記樹脂バリが存在する領域と重ならな
い位置に存在し、
　前記封止する工程によりパッケージが形成され、
　前記樹脂バリは、前記パッケージに隣接して形成され、
　前記曲げ加工における曲げ半径をｒとし、前記リードフレームの厚みをｄとし、前記パ
ッケージの端部と前記曲げ加工後の前記端子の先端部の厚み方向の中心点との距離をｍと
し、前記曲げ加工前の前記曲げ対象領域の中心点と前記曲げ加工後の前記曲げ対象領域の
中心点との距離をＺ＝２π（ｒ＋ｄ）×１／８とし、前記樹脂バリが存在する領域の幅を
ｘ１とし、前記パッケージから前記曲げ加工前の前記曲げ対象領域の中心点である領域中
心点までの距離をｎとした場合、
　ｎ＝ｍ＋Ｚ＝ｘ１＋ｒ＋ｄ／２＋Ｚ
なる関係式が満たされ、
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　前記領域中心点が、前記パッケージの端部から距離ｎ以上離れた位置に存在するように
、前記曲げ加工は行われる
　半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記リードフレームは、
　　該リードフレームに含まれる複数の前記端子を接続するタイバーを含み、
　前記半導体装置の製造方法は、さらに、
　　隣接する２つの前記端子の間に存在するタイバーを切断する工程を含み、
　前記切断する工程により、各前記端子はタイバーを含む独立した端子となる
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記曲げ対象領域は、前記端子に含まれる前記タイバー内の領域であり、
　前記タイバーの幅は、前記曲げ対象領域のうち、前記曲げ加工による曲率半径が大きい
外側曲げ領域が、前記樹脂バリが存在する領域と重ならない大きさに設定される
　請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記曲げ加工における曲げ軸は、前記タイバーの幅方向の中央部である
　請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記曲げ加工における曲げ軸は、前記タイバーの幅方向の中心より前記端子の先端側に
よった位置に設定される
　請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記曲げ加工における曲げ軸は、前記端子に含まれる前記タイバーと該端子の先端との
間の領域に設定される
　請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記曲げ加工における曲げ軸は、前記端子の先端部に設定される
　請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記封止する工程により、前記樹脂バリが付着する領域の形状は、凹凸形状である
　請求項１～７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法により製造された半導体装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂バリを考慮した半導体装置の製造方法および半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パワー半導体のパッケージの製造の際には、パッケージの設計図に合わせて、リードフ
ォーミング（曲げ加工）を行う必要がある。特許文献１および特許文献２には、曲げ加工
を行う技術（以下、従来技術Ａ）が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２３２３０９号公報
【特許文献２】特開平６－２８３６４２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術Ａでは、半導体パッケージの樹脂バリが発生している領域を考
慮せずに、リードフォーミング（曲げ加工）を行っている。そのため、従来技術Ａでは、
リードフォーミングの際に、リードの曲げ応力により、樹脂バリが落下する現象が発生し
やすいという問題がある。
【０００５】
　落下した樹脂バリは、例えば、ライン内の異物として、製品・装置の不具合の増大の原
因となる。また、例えば、フィンとの接合面に樹脂バリが落下した場合、フィンとの密着
性が悪化し、放熱性が低下し、製品の信頼性が低下する。すなわち、リードフォーミング
（曲げ加工）において、樹脂バリの落下は大きな問題である。
【０００６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、曲げ加工の際におけ
る樹脂バリの落下を防止することが可能な半導体装置の製造方法等を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法は、リードフ
レームのインナーリードを樹脂により封止する工程と、前記リードフレームに含まれる端
子における曲げ加工の対象となる領域であって、かつ、前記封止する工程により生じる樹
脂バリに対し曲げ加工による応力がかからない領域である曲げ対象領域に対し曲げ加工を
行う工程とを含み、前記端子は、前記曲げ加工により曲げられ、前記曲げ加工が行われた
前記曲げ対象領域は、前記樹脂バリが存在する領域と重ならない位置に存在し、前記封止
する工程によりパッケージが形成され、前記樹脂バリは、前記パッケージに隣接して形成
され、前記曲げ加工における曲げ半径をｒとし、前記リードフレームの厚みをｄとし、前
記パッケージの端部と前記曲げ加工後の前記端子の先端部の厚み方向の中心点との距離を
ｍとし、前記曲げ加工前の前記曲げ対象領域の中心点と前記曲げ加工後の前記曲げ対象領
域の中心点との距離をＺ＝２π（ｒ＋ｄ）×１／８とし、前記樹脂バリが存在する領域の
幅をｘ１とし、前記パッケージから前記曲げ加工前の前記曲げ対象領域の中心点である領
域中心点までの距離をｎとした場合、ｎ＝ｍ＋Ｚ＝ｘ１＋ｒ＋ｄ／２＋Ｚなる関係式が満
たされ、前記領域中心点が、前記パッケージの端部から距離ｎ以上離れた位置に存在する
ように、前記曲げ加工は行われる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明による半導体装置の製造方法は、リードフレームのインナーリードを樹脂により
封止する工程と、封止する工程により生じる樹脂バリに対し曲げ加工による応力がかから
ない領域である曲げ対象領域に対し曲げ加工を行う工程とを含む。
【０００９】
　これにより、曲げ加工の際に樹脂バリに応力がかからないので、樹脂バリ落下を防止で
きる。したがって、曲げ加工の際における樹脂バリの落下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る半導体装置の概観図である。
【図２】実施の形態１に係る半導体装置の内部構造を示す図である。
【図３】半導体製造処理のフローチャートである。
【図４】曲げ加工を説明するための図である。
【図５】曲げ加工を具体的に説明するための図である。
【図６】曲げ加工における曲げ軸の位置を示す図である。
【図７】曲げ加工を説明するための図である。
【図８】曲げ加工における曲げ軸の位置を示す図である。
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【図９】実施の形態２に係る曲げ加工における曲げ軸の位置を示す図である。
【図１０】実施の形態３に係る曲げ加工を説明するための図である。
【図１１】凹凸形状を説明するための図である。
【図１２】比較例としての半導体装置の製造方法の曲げ加工の問題点を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。した
がって、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。
【００１２】
　なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対配
置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるものであり、
本発明はそれらの例示に限定されるものではない。また、各図における各構成要素の寸法
は、実際の寸法と異なる場合がある。
【００１３】
　＜比較例＞
　以下、比較例としての半導体装置の製造方法について説明する。
【００１４】
　図１２は、比較例としての半導体装置の製造方法の曲げ加工の問題点を説明するための
図である。図１２（ａ）は、曲げ加工が行われる前の端子９の状態を示す図である。図１
２（ｂ）は、曲げ加工が行われている際の端子９の状態を示す図である。
【００１５】
　図１２（ａ）において、封止工程により生成されたパッケージ８の周辺には、樹脂バリ
３が発生する。そのため、樹脂バリ３が発生している領域を考慮せずに、端子９を曲げ加
工すると、図１２（ｂ）のように、樹脂バリ３が割れ、樹脂バリ３が落下する。
【００１６】
　＜実施の形態１＞
　本実施の形態では、上記比較例で述べた上記問題を解決する。
【００１７】
　図１は、実施の形態１に係る半導体装置１００の概観図（外形図）である。半導体装置
１００は、パワー半導体である。なお、半導体装置１００は、パワー半導体に限定されず
、他の用途の半導体であってもよい。
【００１８】
　また、図１は、後述の封止工程が行われた後であって、かつ、後述の切断工程が行われ
る前の半導体装置１００の構成を示す。
【００１９】
　図１において、Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の各々は、互いに直交する。以下の図に示されるＸ，Ｙ
，Ｚ方向の各々も、互いに直交する。以下においては、Ｘ方向と、当該Ｘ方向の反対の方
向（－Ｘ方向）とを含む方向をＸ軸方向ともいう。また、以下においては、Ｙ方向と、当
該Ｙ方向の反対の方向（－Ｙ方向）とを含む方向をＹ軸方向ともいう。また、以下におい
ては、Ｚ方向と、当該Ｚ方向の反対の方向（－Ｚ方向）とを含む方向をＺ軸方向ともいう
。
【００２０】
　図１に示すように、半導体装置１００は、パッケージ８と、リードフレーム１とを含む
。なお、パッケージ８内のリードフレーム１は、インナーリードと呼ばれる。また、パッ
ケージ８外のリードフレーム１は、アウターリードと呼ばれる。
【００２１】
　パッケージ８の大部分は、樹脂で構成される。リードフレーム１は、複数の端子９と、
タイバー２とを含む。各端子９は、Ｙ軸方向に延在する。タイバー２は、複数の端子９を
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連結するように、所定方向（Ｘ軸方向）に延在する。すなわち、タイバー２は、各端子９
が延在する方向に垂直な方向（Ｘ軸方向）に延在し、各端子９を接続する。つまり、タイ
バー２は、リードフレーム１に含まれる複数の端子９を接続する。タイバー２の一部は、
端子９に含まれる。リードフレーム１の一部には、樹脂バリ３が付着する。
【００２２】
　図２は、実施の形態１に係る半導体装置１００の内部構造を示す図である。図２は、後
述の封止工程が行われた後であって、かつ、後述の切断工程が行われる前の半導体装置１
００の構成を示す。
【００２３】
　図２に示すように、半導体装置１００は、さらに、ダイパッド１０と、チップ５とを含
む。
【００２４】
　ダイパッド１０には、チップ５が実装される。チップ５の電極パッド（図示せず）と、
リードフレーム１とは、ワイヤ４により電気的に接続される。また、チップ５には、はん
だ６により、インナーリード７が接続される。インナーリード７は、リードフレーム１の
一部である。ダイパッド１０、ワイヤ４、チップ５およびインナーリード７は、樹脂によ
り封止される。これにより、パッケージ８が構成される。
【００２５】
　次に、半導体装置１００の製造方法（以下、半導体製造処理ともいう）について説明す
る。
【００２６】
　図３は、半導体製造処理のフローチャートである。なお、半導体製造処理では、半導体
を製造する過程において、本発明に関する部分の処理を主に説明し、それ以外の一般的な
処理の説明は省略している。
【００２７】
　まず、封止工程が行われる（Ｓ１１０）。封止工程は、前述のダイパッド１０、ワイヤ
４、チップ５およびインナーリード７等を樹脂により封止する。すなわち、封止工程は、
リードフレーム１に含まれる複数の端子９の接続対象となる構成要素（ダイパッド１０、
ワイヤ４、チップ５等）を樹脂により封止する。樹脂により当該封止は、一般的な、トラ
ンスファモールディング方式により行われる。
【００２８】
　この封止工程により、パッケージ８が形成される。また、図１のように、リードフレー
ム１におけるパッケージ８の周辺部には、樹脂バリ３が付着する。すなわち、樹脂バリ３
は、パッケージ８に隣接して形成される。
【００２９】
　次に、切断工程が行われる（Ｓ１２０）。切断工程では、各隣接する２つの端子９の間
に存在するタイバー２を切断する。これにより、各端子９は、タイバー２を含む独立した
端子となる。
【００３０】
　次に、曲げ加工工程が行われる（Ｓ１３０）。曲げ加工工程は、リードフレーム１にお
ける曲げ対象領域に対し曲げ加工を行う工程である。図４（ａ）は、切断工程が行われた
後における、図１の領域Ｒ１０の拡大図である。ここで、曲げ対象領域は、図４（ａ）の
領域Ｒ１１内の領域である。曲げ対象領域は、端子９における曲げ加工の対象となる領域
であって、かつ、前述の封止工程により生じる樹脂バリ３に対し曲げ加工による応力がか
からない領域である。図４（ｂ）は、曲げ対象領域に対し曲げ加工された端子９を示す図
である。
【００３１】
　なお、タイバー２が延在する所定方向（Ｘ軸方向）は、曲げ加工において曲げ対象領域
を曲げる方向に直交する。
【００３２】
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　以下においては、樹脂バリ３が存在する領域を、樹脂バリ領域Ｘともいう。図４（ａ）
の領域Ｒ１１は、リードフレーム１（端子９）において樹脂バリ領域Ｘよりも先端側の領
域である。
【００３３】
　図５は、曲げ加工を具体的に説明するための図である。図５（ａ）は、曲げ加工が行わ
れる前の端子９および当該端子９の周辺を示す図である。図５（ｂ）は、曲げ加工が行わ
れた後の端子９の状態を示す図である。以下においては、端子９のうち、曲げ加工された
曲げ対象領域を、曲げ済領域ともいう。
【００３４】
　以下においては、曲げ対象領域のうち、曲げ加工により曲げられた端子９の外側（外側
の面）に位置する領域を、外側曲げ領域Ｒ１ともいう。すなわち、外側曲げ領域Ｒ１は、
曲げ対象領域のうち、曲げ加工による曲率半径が大きい領域である。また、以下において
は、曲げ対象領域のうち、曲げ加工により曲げられた端子９の内側（内側の面）に位置す
る領域を、内側曲げ領域Ｒ２ともいう。
【００３５】
　外側曲げ領域Ｒ１は、曲げ対象領域のうち、曲げ加工により距離が最も長くなる領域で
ある。内側曲げ領域Ｒ２は、曲げ対象領域のうち、曲げ加工により距離が最も短くなる領
域である。
【００３６】
　図５（ａ）の端子９は、曲げ軸Ｌ１を中心として、図５（ｂ）のように端子９の先端部
がＺ方向に向かうように、曲げ加工されるとする。この場合、曲げ軸Ｌ１に対応する外側
曲げ領域Ｒ１および内側曲げ領域Ｒ２は、図５（ａ）の示す位置となる。
【００３７】
　本実施の形態では、曲げ加工工程において、外側曲げ領域Ｒ１が、樹脂バリ領域Ｘと重
ならないように、曲げ加工が行われる。また、本実施の形態では、曲げ加工工程において
、曲げ対象領域は、切断工程が行われた後の端子９に含まれるタイバー２内の領域である
。また、本実施の形態では、タイバー２のＹ軸方向の幅は、外側曲げ領域Ｒ１が、樹脂バ
リ３が存在する樹脂バリ領域Ｘと重ならない大きさに設定される。この場合、曲げ加工工
程により、端子９は、図４（ｂ）および図５（ｂ）のようになる。
【００３８】
　これにより、曲げ加工工程において、樹脂バリ３に、曲げ加工による応力（リード曲げ
応力）が及ばないので、樹脂バリ３が割れることを防止することができる。したがって、
曲げ加工の際における樹脂バリ３の落下を防止できる。
【００３９】
　なお、図６のように、曲げ加工工程において、曲げ加工における曲げ軸Ｌ１は、タイバ
ー２の幅方向（Ｙ軸方向）の中央部（ほぼ中心）としてもよい。
【００４０】
　図７は、曲げ軸Ｌ１を、タイバー２の幅方向（Ｙ軸方向）の中央部とした場合における
端子９の状態を示す図である。図７（ａ）は、図６と同様であるので詳細な説明は繰り返
さない。図７（ｂ）は、図７（ａ）で示す条件により、曲げ加工した端子９を示す図であ
る。
【００４１】
　以上のように、端子９を、タイバー２の中央部で曲げることにより、タイバーカット（
切断工程）後における、端子（フレーム）の破断面の異なる領域でも、安定した曲げ精度
を発現できる。また、端子９（リード）の曲げ精度が向上する。また、切断工程後の端子
９においてタイバーの残りが大きくても、リードフォーミング性（曲げ加工精度）が安定
する。
【００４２】
　以上の半導体製造処理により、半導体装置１００が製造される。
【００４３】
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　以上説明したように、本実施の形態によれば、曲げ加工工程において、樹脂バリ３に、
曲げ加工による応力がかからない。そのため、樹脂バリ３が割れることを防止することが
できる。したがって、曲げ加工の際における樹脂バリ３の落下を防止することができる。
上記構成は、水圧バリ取りでは除去できない接着力の強い樹脂を使用する場合に有効であ
る。また、曲げ加工工程（リードフォーミング工程）にて、バリ落下を防げる。そのため
、例えば、金型清掃の頻度の低下、異物カミコミによる金型ストレスがフリーという利点
を有する。すなわち、曲げ加工の際における樹脂バリ落下による不具合の発生を防止する
ことができる。
【００４４】
　＜実施の形態１の変形例＞
　なお、曲げ加工における曲げ軸は、以下の位置に設定されてもよい。図８は、曲げ加工
における曲げ軸の位置を示す図である。図８に示すように、曲げ加工工程の曲げ加工にお
ける曲げ軸Ｌ１は、タイバー２の幅方向（Ｙ軸方向）の中心Ｃ１より端子９の先端側によ
った位置に設定される。また、曲げ加工工程において、曲げ対象領域は、切断工程が行わ
れた後の端子９に含まれるタイバー２内の領域である。また、タイバー２のＹ軸方向の幅
は、前述の外側曲げ領域Ｒ１が、樹脂バリ３が存在する樹脂バリ領域Ｘと重ならない大き
さに設定される。
【００４５】
　以上のように設定した場合においても、前述と同様な効果を得ることができる。すなわ
ち、曲げ加工の際における樹脂バリ３の落下を防止することができる。また、曲げ加工工
程において、曲げ対象領域は、切断工程が行われた後の端子９に含まれるタイバー２内の
領域である。そのため、安定した曲げ精度を発現できる。
【００４６】
　なお、曲げ加工工程の曲げ加工における曲げ軸Ｌ１は、タイバー２の幅方向（Ｙ軸方向
）の中心Ｃ１より端子９の先端側によった位置に設定した場合において、タイバー２の幅
を特に設定しなくてもよい。
【００４７】
　これにより、曲げ加工における曲げる位置の精度を厳密に設定する必要がない。すなわ
ち、曲げる位置の精度が甘くて良い。したがって、曲げ加工工程を行うための各種調整等
を簡略化することができる。この場合においても、曲げ加工の際における樹脂バリ３の落
下を防止することができる。
【００４８】
　＜実施の形態２＞
　本実施の形態においても、実施の形態１と同様に、半導体製造処理が行われる。本実施
の形態では、曲げ加工工程（Ｓ１３０）において、曲げ対象領域が、端子９に含まれるタ
イバー２の周辺領域である場合について説明する。なお、リードフレーム１の構成は、実
施の形態１と同様である。すなわち、本実施の形態に係るタイバー２および端子９の構成
は、実施の形態１と同様である。
【００４９】
　図９は、実施の形態２に係る曲げ加工における曲げ軸の位置を示す図である。本実施の
形態では、曲げ加工工程において、曲げ加工における曲げ軸は、切断工程が行われた後の
端子９に含まれるタイバー２と該端子９の先端との間の領域に設定される。
【００５０】
　具体的には、曲げ加工における曲げ軸は、例えば、曲げ軸Ｌ１ａの位置、曲げ軸Ｌ１ｂ
の位置等に設定される。曲げ加工における曲げ軸が、曲げ軸Ｌ１ｂの位置に設定された場
合は、曲げ加工における曲げ軸が、端子９の先端部に設定される場合である。
【００５１】
　以上の構成においても、図８の構成と同様な効果が得られる。すなわち、曲げる位置の
精度が甘くて良い。したがって、曲げ加工工程を行うための各種調整等を簡略化すること
ができる。この場合においても、曲げ加工の際における樹脂バリ３の落下を防止すること
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ができる。
【００５２】
　＜実施の形態３＞
　本実施の形態では、端子９（リード）を曲げた後に、曲げられた領域が樹脂バリ領域Ｘ
に含まれないように、端子９の曲げ位置を決める。すなわち、曲げ加工が行われた曲げ対
象領域が、樹脂バリ領域Ｘと重ならない位置に存在するように曲げ加工を行う。本実施の
形態では、当該曲げ加工を、式を用いて具体的に説明する。本実施の形態においても、実
施の形態１と同様に、半導体製造処理が行われる。本実施の形態では、図４（ａ）と同様
、曲げ対象領域は、領域Ｒ１１内の領域である。
【００５３】
　図１０は、実施の形態３に係る曲げ加工を説明するための図である。図１０において、
曲げ軸Ｌ２は、本実施の形態に係る曲げ加工工程（Ｓ１３０）の曲げ加工における曲げ軸
である。曲げ軸Ｌ２は、曲げ加工前の曲げ対象領域の中心点である。以下においては、曲
げ加工前の曲げ対象領域の中心点（曲げ軸Ｌ２）のうち端子９上の点を、中心点Ｃ２とも
表記する。
【００５４】
　また、曲げ軸Ｌ２ａは、曲げ加工工程（Ｓ１３０）の曲げ加工により曲げ軸Ｌ２が移動
した軸である。すなわち、曲げ軸Ｌ２ａは、曲げ加工後の曲げ対象領域の中心点である。
以下においては、曲げ加工後の曲げ対象領域の中心点（曲げ軸Ｌ２ａ）のうち端子９上の
点を、中心点Ｃ２ａとも表記する。
【００５５】
　ここで、曲げ加工工程（Ｓ１３０）の曲げ加工により、図１０（ｂ）のように、端子９
は曲げられるとする。また、曲げ加工における曲げ半径をｒとする。また、リードフレー
ム１（端子９）の厚みをｄとする。また、パッケージ８の端部と、曲げ加工後の端子９の
先端部の厚み方向（Ｙ軸方向）の中心点とのＹ軸方向の距離をｍとする。また、曲げ加工
前の曲げ対象領域の中心点Ｃ２と曲げ加工後の曲げ対象領域の中心点Ｃ２ａとの距離をＺ
＝２π（ｒ＋ｄ）×１／８とする。なお、図１０（ｂ）では、Ｚは円弧として示される。
また、樹脂バリ３が存在する樹脂バリ領域ＸのＹ軸方向の幅をｘ１とする。また、パッケ
ージ８の端部から曲げ加工前の曲げ対象領域の中心点Ｃ２までの距離をｎとする。この場
合、以下の式１が満たされる。
【００５６】
　　ｎ＝ｍ＋Ｚ＝ｘ１＋ｒ＋ｄ／２＋Ｚ　　　…（式１）
　本実施の形態では、曲げ加工工程（Ｓ１３０）において、曲げ加工前の曲げ対象領域の
中心点Ｃ２（曲げ加工における曲げ軸）が、パッケージ８の端部から距離ｎ以上離れた位
置に存在するように、曲げ加工は行われる。
【００５７】
　これにより、曲げ加工が行われた曲げ対象領域が、樹脂バリ領域Ｘと重ならない位置に
存在する。そのため、実施の形態１と同様な効果が得られる。すなわち、曲げ加工の際に
おける樹脂バリ３の落下を防止することができる。
【００５８】
　＜その他の変形例＞
　なお、上記各実施の形態において、以下のようにしてもよい。
【００５９】
　実施の形態１～３のいずれにおいて、封止工程（Ｓ１１０）により、樹脂バリ３が付着
する領域の形状は、凹凸形状とする。以下、図を用いて具体的に説明する。
【００６０】
　図１１は、凹凸形状を説明するための図である。図１１（ａ）は、樹脂バリ領域Ｘ付近
の側面図である。図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のＡ１－Ａ２線に沿った端子９の断面図
である。
【００６１】
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　図１１（ｂ）に示すように、封止工程により、端子９における樹脂バリ３が付着する樹
脂バリ領域Ｘの形状は、凹凸形状とする。すなわち、端子９のうち、パッケージ８周辺の
領域の形状を、凹凸形状とする。これにより、樹脂が、端子９の凹部に充填され、アンカ
ー効果により、樹脂バリの密着力を上げることができる。
【００６２】
　上記構成は、端子曲げ位置（曲げ加工の曲げ軸）が樹脂バリ領域Ｘに隣接するとき、応
力による樹脂バリ落下を抑えるのに効果的である。また、上記構成は、端子９における、
端子曲げ位置をパッケージ８側に寄せて、パッケージ８の小型化を図りたい場合に有効で
ある。また、上記構成は、端子曲げ位置の精度が悪く、バラつくときに有効的である。
【００６３】
　上記実施の形態で用いた全ての数値は、本発明を具体的に説明するための一例の数値で
ある。すなわち、本発明は、上記実施の形態で用いた各数値に制限されない。
【００６４】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態、実施の形態の変形例を自
由に組み合わせたり、各実施の形態、実施の形態の変形例を適宜、変形、省略することが
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、曲げ加工の際における樹脂バリの落下を防止することが可能な半導体装置の
製造方法として、利用することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１　リードフレーム、２　タイバー、３　樹脂バリ、８　パッケージ、９　端子、１０
０　半導体装置。
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